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高知県の慣行田植法

ーその歴史的変遷の地域性と成立要因一

松 浦 正 視

1 は じ め に

さきに昭和30年ころの水稲の植付基準作成用具（以下植付用具と呼ぶ）の種

類とその県内分布について報告したが〔松浦• 福川 1978: 1 - 8 〕， 今回は高

知県における植付用具の由来とその歴史的な変遷をたどり， その地域性と成立

要因についてもできる限り触れてみたい。

調査は県下全域の農業改良普及所ヘアンケ ー ト調査を依頼すると共に， 農業

協同組合， 市町村役場及び地区の古老などを訪問し， 聞取り調査と現地調査を

併用して行なった。

2 調 査 結 果

高知県下で使用されている植付用具は大別して田植縄， 田植定規， 田植枠及

び線引き用具（以下線引きと呼ぶ）の 4 種類であるが， 地域によってその種類

が異なるばかりでなく， その変遷においても特異性を有していることか謎！めら

れた。 その概要は図 1 に示すとおりで， 田植定規のうち， 三角定規は安芸郡と

幡多郡， 方形定規は長岡郡， 土佐郡と幡多郡， くし歯定規は吾川郡と高岡郡の

仁淀川流域及び安芸郡， はしご定規は高岡郡窪川町及びその周辺で使用され，

縦縄は高知市及びその周辺で比較的長期にわたり広く使用されている。 また，
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